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1.目的と活用方法
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運用ガイドラインの目的と役割

1.1. 目的と役割

「みんなの公共サイト運用ガイドライン」（以下、「運用ガイドライン」という。）は、国及び地方公共団体等の公的機

関（以下、「公的機関」という。）のホームページ等が、高齢者や障害者を含む誰もが利用しやすいものとなるよう

に、公的機関がウェブアクセシビリティ（「2.1.ウェブアクセシビリティとは」（P.17）参照）の確保・維持・向上に取り

組む際の取組の支援を目的として作成された手順書で、2016年版となる本書は、2016年のJIS X 8341-3（「1.5.1.

JIS X 8341-3とは」（P.12）参照）の改正に合わせ、2010年度版を改定するものです。

なお、総務省では、JIS X 8341-3の制定・改正に合わせ、これまで2005年度に「みんなの公共サイト運用モデル」

を策定し、2010年度に改定を行いました。このたびのJIS X 8341-3の改正に合わせ、有識者や地方公共団体、関

運用ガイドライン P9

を策定し、2010年度に改定を行いました。このたびのJIS X 8341-3の改正に合わせ、有識者や地方公共団体、関

係府省等の御知見・御意見を伺いつつ、この手順書をより分かりやすく刷新し、名称も「みんなの公共サイト運用

ガイドライン」に改めました。

本書では、公的機関でウェブアクセシビリティへの対応が求められる背景や、JIS X 8341-3:2016に基づき実施す

べき取組項目と手順を解説します。また、各取組に関し、実施する際に重視すべき考え方、取り入れるべき方法

等も解説するとともに、参照又は活用すべき資料を案内します。なお、2010年度版と同様、技術上の解説は原則

として運用ガイドラインでは行わず、ウェブアクセシビリティ基盤委員会のガイドライン等を案内します。
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改定の概要

1.4. 運用ガイドラインの改定概要

• 従来の複数の附属資料を運用ガイドライン本体に集約し、提供内容を一冊にまとめる構成としました。

• JIS X 8341-3:2016への改正によって用語の変更があったことから、変更後の用語を用いています。（「（参考）

JIS X 8341-3改正に伴う主な変更点」（P.15）参照）

• 2016年4月に障害者差別解消法が施行されたこと、障害者基本計画（第3次）の対象期間が2017年度末までと

なっていること等を踏まえ、取組の期限の目安について改めて提示しました。（「3.運用ガイドラインが求める取

組とその期限」（P.31）参照）

運用ガイドライン P12

• 求められる取組として、1年に1回、「ウェブアクセシビリティ取組確認・評価表」に基づき各団体のホームページ

等について取組内容を確認・評価し、年度末までにその結果の公開を行うことを新たに追加しました。（「7.1.運

用ガイドラインに基づいた取組内容の確認と公開」（P.122）参照）
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JIS X 8341-3:2016

1.5.1. JIS X 8341-3とは

JIS X 8341-3は、情報アクセシビリティの日本工業規格（JIS）である「高齢者・障害者等配慮設計指針―情報通信における機器，ソフ

トウェア及びサービス」の個別規格として、2004年に初めて公示されたもので、ホームページ等を高齢者や障害者を含む誰もが利用

できるものとするための基準が定められています。その後、2度の改正を経て、現在はJIS X 8341-3:2016として公示されています。

（2016年3月22日改正）

1.5.2. JIS X 8341-3:2016の改正概要

国際的な動向では、W3C（World Wide Web Consortium）が、ウェブアクセシビリティに関するガイドライン（WCAG（Web Content 

Accessibility Guidelines））を勧告しています。2008年12月に第2版であるWCAG 2.0がW3C勧告となり、2012年10月には、そのまま

運用ガイドライン P12

ISO/IEC国際規格「ISO/IEC 40500」として承認されました。

これを受け、JIS X 8341-3:2016は、国際規格であるISO/IEC 40500:2012（WCAG 2.0）と完全一致する形へ改正されました。
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ポイント！

JIS X 8341-3:2016が改正公示されましたが、ホームページ等の作成方法、運用に関して公的
機関に求められる取組内容には、基本的に変更はありません。

WCAG2.0 ISO/IEC 
40500:2012

JIS X 8341-
3:2016

= =



2.取組が必要な背景
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ウェブアクセシビリティとは

2.1.1. 意味

ウェブアクセシビリティとは、高齢者や障害者を含めて、誰もがホームページ等で提供される情報や機能を支障なく利用できることを

意味します。

2.1.2. ウェブアクセシビリティの必要性

インターネットの普及により、健常者と同様に高齢者や障害者にとってホームページ等は重要な情報源となっています。しかし、情報

を提供する側がウェブアクセシビリティに配慮して適切に対応をしていないと、高齢者や障害者が、ホームページ等から例えば避難

場所に関する情報を取得できなかったり、パソコン等による手続きができないという問題等が発生し、社会生活で多大な不利益が発

生したり、災害時等に必要な情報が届かない状況となれば生命の危機に直面する可能性があります。

運用ガイドライン P17

公的機関のホームページ等で提供されている情報や機能が特定の人に利用できないということが起きないように、提供者は、ホーム

ページ等をJIS X 8341-3:2016に対応すること等により、アクセシブルなホームページ等を作成することが求められています。

【例】

• 居住地域の安全に関わるデータを表したグラフが画像で掲載されており、その画像に代替情報が用意されていない。そのため、視覚に障害のある住民が音声読み上げソフト

を利用して情報を取得しようとした際に、自身の安全に関わる情報を入手できない。（JIS X 8341-3:2016 レベルA）

• 施設の所在地と道順を示した地図において、最寄りのバス停の名称を示した文字の色が薄く、色を識別しづらい利用者がバス停の名称を読み取れない。（JIS X 8341-3:2016

レベルAA及びAAA）

• 公式ホームページで市長の会見の内容を動画で提供しているが、市長が話した内容が字幕で提供されておらず、聴覚に障害のある利用者に内容が伝わらない。（JIS X 

8341-3:2016 レベルA及びAA）

• 公式ホームページの上部に配置されたメニューのリンクがキーボードで操作できるように作られておらず、手の動作が不自由でマウスを使うことができない利用者がホームペー

ジを利用できない。（JIS X 8341-3:2016 レベルA）
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※運用ガイドラインでは、ウェブアクセシビリティ対応の付随的効果（ユーザビリティの向上、多様な端末での
閲覧性の向上、機会判読性の向上）についても説明されている（Ｐ１９、２０）



ウェブアクセシビリティ対応に関する誤解

2.1.4. ウェブアクセシビリティ対応に関する誤解

JIS X 8341-3:2016が求めている対応は、「達成基準」を満たし、アクセシビリティが確保されたホームページ等の

制作・提供です。

利用者は、多くの場合、音声読み上げソフトや文字拡大ソフトなど、自分がホームページ等を利用するために必要

な支援機能を、自身のパソコン等にインストールし必要な設定を行った上で、その支援機能を活用して様々な

ホームページ等にアクセスしています。つまり、ホームページ等の提供者に求められるアクセシビリティ対応とは、

ホームページ等においてそのような支援機能を提供することではなく、ホームページ等の個々のページをJIS X 

8341-3:2016の要件に則り作成し提供することにより、利用者がそのページを閲覧できるようにすることです。

運用ガイドライン P21

8341-3:2016の要件に則り作成し提供することにより、利用者がそのページを閲覧できるようにすることです。

したがって、各団体の提供する個々のページにおいて JIS X 8341-3:2016 に基づきウェブアクセシビリティを確保

することが最優先となり、高齢者や障害者向けに特別な支援機能を提供することは、JIS X 8341-3:2016に基づき

ウェブアクセシビリティを確保した上での付加的なサービスと位置づけられます。
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注意点！

ホームページ等において、音声読み上げ、文字拡大、文字色変更等の支援機能を提供する事例が
ありますが、これだけでは、ウェブアクセシビリティに対応しているとは言えません。



法律・規格・指針等

2.2.1. ウェブアクセシビリティ対応を求める法律・規格・指針

(1)条約、法、計画

• 障害者の権利に関する条約（略称：障害者権利条約）

• 障害者基本法（昭和45年法律第84号）

• 障害者基本計画（第3次計画）（平成25年9月閣議決定）

• 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成25年法律第65号。略称：障害者差別解消法）

(2) 日本工業規格関連

運用ガイドライン P22

• JIS X 8341-3:2016「高齢者・障害者等配慮設計指針－情報通信における機器，ソフトウェア及びサービス－第

3部：ウェブコンテンツ」

• 工業標準化法（日本工業規格の尊重）第六十七条（昭和24年法律第185号）

(3) 関連する指針等

• Webサイト等による行政情報の提供・利用促進に関する基本的指針

• 電子自治体の取組を加速するための10の指針

• コンピューター製品及びサービスの調達に係る総合評価落札方式の標準ガイド

• 政府情報システムの整備及び管理に関する標準ガイドライン

9
2016年 総務省「地方公共団体等におけるホームページのバリアフリー化に関する講習会」解説資料

※運用ガイドラインでは、個々の法律等の該当する条文を転記し具体的に紹介している（P22）



障害者差別解消法を踏まえて求められる対応

(1)環境の整備

ウェブアクセシビリティを含む情報アクセシビリティは、合理的配慮を的確に行うための環境の整備として位置づけられており、各団

体においては、事前的改善措置として計画的に推進することが求められます。

ポイント！

障害者差別解消法が平成25年6月に制定され、平成28年4月1日から施行されました。同法にお
いては、ウェブアクセシビリティを含む情報アクセシビリティは、合理的配慮を的確に行うため
の環境の整備と位置づけられており、事前的改善措置として計画的に推進することが求められて
います。また、行政機関等は、障害者から個別の申し出があった場合は、必要かつ合理的な配慮
を行う必要があります。

運用ガイドライン P22

運用ガイドライン P29

(2) 合理的配慮の提供

障害者等から、各団体のホームページ等のウェブアクセシビリティに関して改善の要望があった場合には、障害者差別解消法に基

づき対応を行う必要があります。

なお、公的機関が取組の対象から除外しているページなどがある場合も、障害者が実際にウェブアクセシビリティの問題に直面し、

障壁の除去の要望を申し出た場合に、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者差別解消法に基づき合理的配慮の提供が

求められます。

改善の要望に対して、ホームページ等の改善を即座に行うことが困難な場合等は、要望した当事者と必要に応じて協議を行うことな

どにより要望の内容を確認し、ホームページ以外の方法で情報を提供するなどの対処も含めて、できる限りの最善の対応を行うこと

が必要です。

改善の要望があった箇所の改善等の対応を行うとともに、同じような問題が各団体のホームページ等の他の箇所でも生じないよう

に、ホームページ等の全体の改善計画へ反映することが求められます。 10
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（参考）全国地方公共団体の
ウェブアクセシビリティ対応の
現状
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調査の概要

調査対象団体 （計954団体）

都道府県 47団体（全て）

市 790団体（全て）

特別区 23団体（全て）

町村 各都道府県2団体ずつ、計94団体

調査内容
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各団体の公式ホームページの公開されているHTML及びPDFファイルを対象に以下を調査した。

公開コンテンツ数

ウェブアクセシビリティに関わる主要な問題の有無

•画像に対して代替テキストを付与するタグ（alt属性）が設定されているか

【JIS X 8341-3:2016 達成基準 1.1.1非テキストコンテンツ ＜レベルA＞】

•各ページに大見出しを示すタグ（h1要素）が設定されているか

【JIS X 8341-3:2016 達成基準 1.3.1 情報及び関係性 ＜レベルA＞】

•各ページにページタイトルを示すタグ（title要素）が設定されているか

【JIS X 8341-3:2016 達成基準 2.4.2 ページタイトル ＜レベルA＞】



公開コンテンツ数

ページ数（HTMLファイル数）の全体平均は10,510ページ。都道府県、政令市のページ数が特に多い。

1万ページ以上ある団体は計278団体（29.1％）。

PDFファイル数の全体平均は10,400ファイル。都道府県、政令市では、PDFファイル数がページ数を大幅に

上回る。1万ファイル以上ある団体は計262団体（27.5％）

（団体）

【公開コンテンツ数（全体）】【平均コンテンツ数（自治体規模別）】

181

0 100 200 300

2 510,510

0 20,000 40,000 60,000
（ページ）
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181

252

243

208

41

24

5

206

241

245

196

31

29

6

2千5百未満

2千5百以上5千未満

5千以上1万未満

1万以上3万未満

3万以上5万未満

5万以上10万未満

10万以上

ページ数（HTMLファイル数） PDFファイル数

10,510

36,121

49,511

16,387

8,683

2,928

10,400

58,177

59,993

12,340

7,225

1,494

全体(N=954)

都道府県(n=47)

政令市(n=20)

特別区(n=23)

その他の市(n=770)

町村(n=94)

ページ数（HTMLファイル数） PDFファイル数



今回の調査項目と対応方法

各ページにページタイトルを示すタグ（title要素）
が設定されているか？

【対応方法】
ページ作成ソフト・システム等を使って、ペー
ジの内容を適切に表したタイトルをつける

各ページに大見出しを示すタグ（h1要素）
が設定されているか？

画像に対して代替テキストを付与するタグ（alt属
性）が設定されているか？
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が設定されているか？

【対応方法】
ページ作成ソフト・システム等を使って、
ページの大見出しを適切に設定する

【対応方法】
ページ作成ソフト・システム等を使って、画像の
示す内容を説明する代替テキストを設定する



問題点

多くの団体で、JIS X 8341-3:2016の最低限のレベルである「適合レベルA」の問題がある。

特に、ページ内の大見出しに適切にタグを設定できていない団体が多い。

画像の代替テキストを示すタグ（alt属性）が、全ページの1割以上のページに付与されていない団体は、325団体（34.1%）。

大見出しを示すタグ（h1要素）が、全ページの1割以上のページに指定されていない団体は、518団体（54.3%）。

ページタイトルを示すタグ（title要素）が、全ページの1割以上のページに付与されていない団体は、39団体（4.1%）。
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【代替テキストが1割以上のページに
付与されていない団体の割合/全体】

【大見出しが1割以上のページに
指定されていない団体の割合/全体】

【ページタイトルが1割以上のページに
付与されていない団体の割合/全体】

34.1%

54.3%

4.1%

(N=954) (N=954) (N=954)



地域別、自治体種別、ページ数（HTMLファイル数）別の傾向

【地域別傾向】

他地域と比較すると、東北、四国、九州、沖縄地方に問題が多い傾向がみられる。

【自治体種別傾向】

どの自治体種別でも、問題の多い団体がある。

町村は、都道府県や市などと比較して問題の多い団体の割合が高い。

【ページ数（HTMLファイル数）別傾向】

ページ数の規模にかかわらず、問題の多い団体がある。

必ずしもページ数の多い団体ほど問題が多いというわけではない。
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※データは、本資料P.78「（参考）全国地方公共団体のウェブアクセシビリティ対応の現状 調査結果データ」参照



（参考）公共機関の取組状況に関するその他調査の事例

公的機関におけるウェブアクセシビリティ方針策定と試験結果表示の実態調査（2016年6月）

実施主体：ウェブアクセシビリティ基盤委員会

詳細：http://waic.jp/docs/survey/public_institutions/201606.html

埼玉県内の40市ほかWebサイトアクセシビリティ対応調査

実施主体：特定非営利活動法人ウェブアクセシビリティ推進協会

詳細：http://www.jwac.or.jp/activity/quality/saitama1.html
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miCheckerを活用した全国公的機関の公式ホームページ全ページJIS対応状況調査

実施主体：アライド・ブレインズ株式会社

詳細：http://www.aao.ne.jp/research/aion/index.html



3.ガイドラインが求める取組と
その期限
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2010年より求められてきた取組

3.1. 2010年度版において示されていた期限と達成等級の目安

みんなの公共サイト運用モデル（2010年度版）では、公的機関に対して以下の目安が示されていました。

（参考）2010年度版で示されていた期限と達成等級の目安 

国及び地方公共団体等の公的機関は、「みんなの公共サイト運用モデル」を参考に、

各団体の事情を踏まえて期限と達成等級を検討し、できるだけ速やかに対応してくだ

さい。 

＜期限と達成等級の目安＞ 

●既に提供しているホームページ等 

2012年度末まで「ウェブアクセシビリティ方針」策定・公開 

運用ガイドライン P32
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総務省が2014年度に実施した調査結果によると、上記の目安に沿って取組を実行している団体と、そうでない団体があることが分
かっています。

既に取組に着手し実行している団体は、本書（運用ガイドライン（2016年版））の内容を踏まえ取組を継続してください。これまでに取
組に着手できていない、十分に実行できていない団体は、本書の内容を踏まえ、速やかに取組を実行してください。（「3.2. 運用ガ
イドライン（2016年版）が求める取組と期限」（P.33）参照）

2012年度末まで「ウェブアクセシビリティ方針」策定・公開 

2013年度末まで JIS X 8341-3:2010の等級 Aに準拠（試験結果の公開） 

2014年度末まで JIS X 8341-3:2010の等級 AAに準拠（試験結果の公開） 

●ホームページ等を新規構築する場合 

構築前に「ウェブアクセシビリティ方針」策定 

構築時に JIS X 8341-3:2010の等級 AAに準拠（試験結果の公開） 

 



運用ガイドライン（2016年版）が求める取組と期限

3.2.1. 前提となる事項

(1)障害者差別解消法の施行（2016年4月）

(2)障害者基本計画（第３次）（対象期間：2017年度末まで）

3.2.2. 公的機関に求める取組

公的機関は、障害者差別解消法の施行（2016年4月）、障害者基本計画（第3次）（対象期間：2017年度末まで）等を踏まえ、公的機

関の提供するホームページ等について、次ページに示すとおり速やかに対応してください。

運用ガイドライン P33
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運用ガイドライン（2016年版）が求める取組と期限

公的機関に求める取組と期限の目安

公的機関は、提供するホームページ等

に関し、以下に示す「1.ウェブアクセシビ

リティの確保」「2.取組内容の確認と公

開」のとおり、各団体の公式ホームペー

ジ（公式ホームページのスマートフォン

向けサイト含む）について再優先で対応

することとし、その他についても優先順

1.ウェブアクセシビリティの確保 

2016年 4月に障害者差別解消法が施行されたこと、障害者基本計画（第 3次）の対
象期間が 2017年度末までとなっていること等を踏まえ、速やかに対応してください。 

(1)既に提供しているホームページ等 

JIS X 8341-3:2016 の適合レベル AA に準拠している(*1)ホームページ等 

ウェブアクセシビリティ対応の取組を継続し、更に取組を推進（適合レベル、対

象範囲、取組内容の拡大等）する。 *1:JIS X 8341-3:2010の達成等級 AAに準拠している場合も

同じ 

適合レベル AA に準拠していないホームページ等 
速やかに、ウェブアクセシビリティ方針を策定・公開 

取組イメージ（P.39参照） 

運用ガイドライン P34
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位を検討し、速やかに対応してくださ

い。

なお、総務省では、2009年度、2010年

度、2014年度に地方公共団体等のみん

なの公共サイト運用モデルに基づいた

取組状況について調査を実施しました。

今後も運用ガイドラインに基づいた取組

状況について調査等を実施する場合が

あります。

速やかに、ウェブアクセシビリティ方針を策定・公開 
し、遅くとも 2017年度末までに適合レベル AAに準拠（試験の実施と公開）す
る。 

(2)新規に構築するホームページ等 

 構築前に「ウェブアクセシビリティ方針」を策定  
 構築時に適合レベル AAに準拠（試験の実施と公開） 

2.取組内容の確認と公開 

1年に 1回、「ウェブアクセシビリティ取組確認・評価表」(*2)に基づき各団体のホー

ムページ等について取組内容を確認・評価し、年度末までにその結果を公開する。 

*2:みんなの公共サイト運用ガイドラインに基づいたウェブアクセシビリティの確保・維持・向上の取組について、毎

年継続的に確認し評価するために、運用ガイドライン（2016年版）において作成したもの。 

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

取組対象の把握と
設定［5.1］

対応状況の把握
［5.2］

ウェブアクセシビリ

ティ方針の策定と
公開［5.3］

ガイドラインの策定
［6.1］

職員研修

［6.2.2］

職員研修

［6.2.2］

職員研修

［6.2.2］

職員研修

［6.2.2］

検証

［6.2.3］
ユーザー評価

［6.2.4］

検証

［6.2.3］

改善
［6.2.5］

改善
［6.2.5］

改善
［6.2.5］

ガイドラインの見直
し［6.2.1］

ガイドラインの見直
し［6.2.1］

ガイドラインの見直
し［6.2.1］

ウェブアクセシビリ
ティ方針の見直し

と公開［8］

日々の運用における取組 ［6.3］

取組内容の確認と
公開［7.1］

取組内容の確認と
公開［7.1］

取組内容の確認と
公開［7.1］

取組内容の確認と
公開［7.1］

取組内容の確認と
公開［7.1］

実現内容の確認と
公開（試験）［7.2］

実現内容の確認と
公開（試験）［7.2］

実現内容の確認と
公開（試験）［7.2］

実現内容の確認と
公開（試験）［7.2］

ウェブアクセシビリ
ティ方針の見直し

と公開［8］

検証

［6.2.3］

改善
［6.2.5］



4.運用ガイドラインの概要
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ウェブアクセシビリティ確保・維持・向上のための5つの柱

ウェブアクセシビリティの確保・維持・向上のための取組

ウェブアクセシビリティの確保・維持・向上のために必要となる体制確保・整備、
ウェブアクセシビリティ方針の公開、試験結果の公開など基本的対応を実施すること

各団体としてウェブアクセシビリティの取組を行う対象範囲、実施内容、実現レベル
等について、段階的に拡大すること

基本的対応の徹底

段階的拡大

運用ガイドライン P36
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等について、段階的に拡大すること

ウェブアクセシビリティの取組を一過性のこととして終えることなく、継続的な取組
として計画し実行すること

各団体が実行した取組の確認、JIS X 8341-3:2016に基づく試験を1年に1回実施し、
結果を公開すること

高齢者・障害者の声がサイト運営に活かされるように具体的な取組を行うこと

継続性

取組内容及び実現内容
の確認と公開

利用者との協調



取組の全体像

ウェブアクセシビリティ方針の策定と公開 ［5］

取組対象の把握と設定 ［5.1］

ウェブアクセシビリティ対応状況の確認 ［5.2］

ウェブアクセシビリティ方針の策定と公開 ［5.3］

取組の実行 ［6］

団体内で使用するガイドラインの策定 ［6.1］

ページ作成時の対応
［6.3.1］

6.3.2

ガイドラインの更新
［6.2.1］

日々の運用における取組
［6.3］

6.2.2

外部発注等に
おける取組
［6.4］

年度ごとに計画し実行
する取組 ［6.2］

外部サービス
を活用した情
報発信におけ
る取組 ［6.5］

運用ガイドライン P37
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公開前のチェック ［6.3.2］

利用者の意見収集と対応
［6.3.3］

検証 ［6.2.3］

ユーザー評価 ［6.2.4］

職員研修 ［6.2.2］

取組内容及び実現内容の確認と公開 ［7］

ウェブアクセシビリティの実現内容の確認（試験）と公開 ［7.2］

運用ガイドラインに基づいた取組内容の確認と公開 ［7.1］

ウェブアクセシビリティ方針の見直しと公開 ［8］

対象範囲の再設定 ［8.1］

目標とする適合レベルと対応度、期限の再設定 ［8.2］

見直し後のウェブアクセシビリティ方針の公開 ［8.3］

1年に1回
実施

計画期間に
応じて実施

改善 ［6.2.5］



今年度より取組に着手する団体のイメージ

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

取組対象の把握と
設定［5.1］

対応状況の把握
［5.2］

ウェブアクセシビリ

ティ方針の策定と
公開［5.3］

ガイドラインの策定
［6.1］

職員研修 職員研修 職員研修 職員研修

ガイドラインの見直
し［6.2.1］

ガイドラインの見直
し［6.2.1］

ガイドラインの見直
し［6.2.1］

運用ガイドライン P39
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職員研修

［6.2.2］

職員研修

［6.2.2］

職員研修

［6.2.2］

職員研修

［6.2.2］

検証

［6.2.3］
ユーザー評価

［6.2.4］

検証

［6.2.3］

改善

［6.2.5］

改善

［6.2.5］

改善

［6.2.5］

ウェブアクセシビリ

ティ方針の見直し
と公開［8］

日々の運用における取組 ［6.3］

取組内容の確認と
公開［7.1］

取組内容の確認と
公開［7.1］

取組内容の確認と
公開［7.1］

取組内容の確認と
公開［7.1］

取組内容の確認と
公開［7.1］

実現内容の確認
（試験）と公開［7.2］

実現内容の確認
（試験）と公開［7.2］

実現内容の確認
（試験）と公開［7.2］

実現内容の確認
（試験）と公開［7.2］

ウェブアクセシビリ

ティ方針の見直し
と公開［8］

検証

［6.2.3］

改善

［6.2.5］



既に試験結果を公開している団体のイメージ

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

職員研修
［6.2.2］

職員研修
［6.2.2］

職員研修
［6.2.2］

職員研修
［6.2.2］

検証

［6.2.3］
ユーザー評価

［6.2.4］

検証

［6.2.3］

改善

［6.2.5］

改善

［6.2.5］

改善

［6.2.5］

ガイドラインの見直
し［6.2.1］

ガイドラインの見直
し［6.2.1］

ガイドラインの見直
し［6.2.1］

ウェブアクセシビリ

ティ方針の見直し
と公開［8］

日々の運用における取組 ［6.3］

取組内容の確認と
公開［7.1］

取組内容の確認と
公開［7.1］

取組内容の確認と
公開［7.1］

取組内容の確認と
公開［7.1］

取組内容の確認と
公開［7.1］

実現内容の確認
（試験）と公開［7.2］

実現内容の確認
（試験）と公開［7.2］

実現内容の確認
（試験）と公開［7.2］

実現内容の確認
（試験）と公開［7.2］

実現内容の確認
（試験）と公開［7.2］

ガイドラインの見直
し［6.2.1］

検証

［6.2.3］
ユーザー評価

［6.2.4］

職員研修
［6.2.2］

ガイドラインの見直
し［6.2.1］

ウェブアクセシビリ

ティ方針の見直し
と公開［8］

改善

［6.2.5］

改善

［6.2.5］

●公式ホームページ

ウェブアクセシビリ

ティ方針の見直し
と公開［8］

運用ガイドライン P40
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2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

取組対象の把握と
設定［5.1］

対応状況の把握
［5.2］

ウェブアクセシビリ

ティ方針の策定と
公開［5.3］

検証

［6.2.3］
ユーザー評価

［6.2.4］

検証

［6.2.3］

改善

［6.2.5］

改善

［6.2.5］

改善

［6.2.5］

ウェブアクセシビリ

ティ方針の見直し
と公開［8］

日々の運用における取組 ［6.3］

実現内容の確認
（試験）と公開［7.2］

実現内容の確認
（試験）と公開［7.2］

実現内容の確認
（試験）と公開［7.2］

●公式ホームページ以外のホームページ等（関連サイト、ウェブシステム等）

検証

［6.2.3］

改善

［6.2.5］

実現内容の確認
（試験）と公開［7.2］

ウェブアクセシビリ

ティ方針の見直し
と公開［8］



運用ガイドラインを実践する体制

4.3.2. 団体内で役割分担を検討し取り組むこと

団体内の全てのホームページ等（公式ホームページ、団体が提供する関連サイト、ウェブシステム等）を対象に、アクセシビリティ対

応の取組を推進するように、団体内での役割分担を検討し実行します。

公式ホームページの管理運営担当部署は、公式ホームページ（公式ホームページのスマートフォン向けサイトを含む）のアクセシビリ

ティ対応の取組を統括するとともに、他部署が個別にホームページ等の外部発注や運用を行う場合に、団体として適切にアクセシビ

リティ対応が行われるよう、当該部署に対しウェブアクセシビリティの必要性や取組手法に関する情報提供を行うとともに、他部署の

対応状況の把握等を行います。また、議会、教育委員会、図書館、外郭団体等の関係機関においてアクセシビリティ対応が行われ

るよう、ウェブアクセシビリティの必要性や取組手法に関する情報提供を行います。なお、これらの役割について、公式ホームペー

ジの管理運営担当部署以外の部署が担当することが適当な場合は、団体として役割分担を検討し取り組んでください。

運用ガイドライン P41
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ポイント！

特に以下の取組について、どの部署が責任をもって担当するか、団体内での役割分担を検討し実
行します。

a. 対象となるホームページ等の把握（「5.1.2.各団体が取り組むべき対象の確認」（P.48）を参照）

b. 議会、教育委員会、図書館、外郭団体等の関係機関への情報提供

c. 取組を実行する単位の設定（「5.1.3.ウェブアクセシビリティ方針を策定し取組を実行する単位の設定」（P.48）を参照）

d. 個々のホームページ等の取組（「6.取組の実行」（P.62）を参照）

e. 取組内容の確認と公開（「7.1.運用ガイドラインに基づいた取組内容の確認と公開」（P.122）を参照）

f. 個々のホームページ等の試験の実施と公開（「7.2.ウェブアクセシビリティの実現内容の確認（試験）と公開」（P.128）を参照）

※運用ガイドラインでは、求められる体制（管理運営担当部署に求められる役割・対応、各部署に求められる体制、
外部委託業者との協力体制、利用者の協力を得る体制）についてより詳細に説明されている（Ｐ４１～４３）



5.ウェブアクセシビリティ方針
の策定と公開
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ウェブアクセシビリティ方針の策定と公開

ウェブアクセシビリティ対応を行うべき対象を把握するために、各団体の提供するホームページ等の提供数、所管部署等を確認した

上で、各団体として取り組む対象範囲、適合レベル、期限を検討します。検討した内容をウェブアクセシビリティ方針として文書化し、

各団体ホームページ等で公開します。

ウェブアクセシビリティ方針の策定と公開の取組 

ウェブアクセシビリティ方針の策定と公開 ［5］

取組対象の把握と設定 ［5.1］

運用ガイドライン P45
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取組対象の把握と設定 ［5.1］

ウェブアクセシビリティ対応状況の確認 ［5.2］

ウェブアクセシビリティ方針の策定と公開 ［5.3］



対応が求められている対象

5.1.1. 対応が求められている対象

ウェブアクセシビリティへの対応が求められている対象は、各団体が作成し運用する全てのウェブコンテンツです。ウェブコンテンツ

とは、HTML、CSS、JavaScript、PDF、Flash等のウェブ技術で作成されたものを意味し、以下に例示するとおり、様々なホームページ

やウェブシステム等が該当します。

注意点！

公式ホームページ（公式ホームページのスマートフォン向けサイトを含む）はもちろんのこと、
下記に例示するとおり、関連サイトやウェブシステム、職員向けのウェブコンテンツも含めた
「全てのウェブコンテンツ」が対象です。

運用ガイドライン P46
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• 公式ホームページ（公式ホームページのスマートフォン向けサイトを含む）

• 関連サイト（公式ホームページとは別に管理運営しているホームページ（例：観光用サイト、イベント用サイト
など）。指定管理者を含む外部事業者に委託して公開しているものを含む。）

• ウェブアプリケーション、ウェブシステム（例：電子申請、施設予約、各種情報検索、蔵書検索など）

• スマートフォン向けサイト

• 携帯電話向けサイト

• KIOSK端末等で提供されるウェブコンテンツ（例：公共施設等に置かれたタッチパネル式の電子申請、施設
予約など）

• CD等の媒体に収録して配布するウェブコンテンツ（例：マニュアルなど）

• 団体内で職員向けに運用するイントラネットのウェブコンテンツ

• 業務アプリケーション（例：文書管理、財務会計、住民情報管理など）のうち、ウェブ技術で作成され、ウェブ
上で利用されるもの 等

取組対象（ウェブコンテンツ）の具体例



対応が求められている対象

注意点！

• 「対象の把握」の対象とは、各団体が管理、運営しているPC向けの公式ホームページの他、
観光用サイトやイベント用サイト、PC用とは別に管理しているスマートフォン向けサイト、
また指定管理者を含む外部事業者に委託して公開しているウェブコンテンツ等をすべて含むも
のです。

• 議会、教育委員会、図書館、外郭団体等の関係機関のホームページについては、各団体の事情
を踏まえ、団体としての取組対象とするか、別組織と位置付けて別途取組を促すか判断してく
ださい。

運用ガイドライン P47
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ウェブアクセシビリティの対応状況の確認

5.2. ウェブアクセシビリティの対応状況の確認

「5.1.3.ウェブアクセシビリティ方針を策定し取組を実行する単位の設定」で設定した対象ごとに、ウェブアクセシビリティの問題の有無

と問題の内容等、すなわち対象としたウェブコンテンツが、対応する達成基準（JIS X 8341-3:2016箇条１から箇条４）を満たしている

か否かを確認します。

5.2.1. 注意点

公的機関のホームページは、ページ数が多いという傾向があります。また、複数の部署でページ作成を担当している団体が多く存在

します。そのため、作成時期や作成方法、アクセシビリティ対応の程度がまちまちなコンテンツが混在していることを想定し、問題点の

把握を行うことが重要です。

運用ガイドライン P50
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専門性、客観性の観点から、必要に応じてJIS X 8341-3:2016について十分な知識を有する事業者等に依頼することも考えられま

す。

5.2.2. 実施方法

以下に示す(1)から(3)の方法等により、ウェブアクセシビリティの対応状況、すなわちウェブコンテンツが、対象となる達成基準を満た

しているか否かを確認します。それぞれに利点と注意点があるため、どの方法を採用するか検討する際に注意します。

(1)人による詳細な確認

(2)チェックツールによる確認等

(3)利用者の使用しているソフト等を用い確認

※運用ガイドラインでは、上記（１）～（３）の実施方法と注意点について、より詳細に説明されている（Ｐ５０～５２）



ウェブアクセシビリティ方針の策定と公開

5.3.1. 目指すべきゴール

「5.1.3. ウェブアクセシビリティ方針を策定し取組を実行する単位の設定」で設定した対象ごとに、対象となるホームページ等の全体

について、できる限り速やかに、JIS X 8341-3:2016の適合レベルAA準拠を実現することが求められます。

5.3.2. ウェブアクセシビリティ方針策定の考え方

「5.1.取組対象の把握と設定」及び「5.2.ウェブアクセシビリティの対応状況の確認」で把握した、ウェブアクセシビリティの対応状況、

対象となるページ数、職員の対応工数、費用等を勘案し、以下の3点について、現実的かつできるだけ高い目標を設定します。

(1)対象範囲 （P.54参照）

(2)期限 （P.55参照）

運用ガイドライン P53
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(2)期限 （P.55参照）

(3)適合レベルと対応度 （P.55参照）

「5.3.1目指すべきゴール」に示す内容を策定することが現実的でない場合は、対象範囲、期限、適合レベルと対応度について段階

的に取り組む方針とします。

ポイント！

まずは、実施可能な範囲と今後実施する部分を明確化したウェブアクセシビリティ方針を策定
し、取組に着手することが重要です。その上で、次年度以降、段階的に拡大することを重視して
ください。

※運用ガイドラインでは、上記（１）～（３）の検討方法と注意点について、より詳細に説明されている（Ｐ５３～５８）



ウェブアクセシビリティ方針の策定と公開

5.3.6. ウェブアクセシビリティ方針の作成

「5.3.1. 目指すべきゴール」から「5.3.5. 適合レベルと対応度の設定」を踏まえた検討を行った上で、JIS X 8341-3:2016「附属書JA

（参考） ウェブアクセシビリティの確保・維持・向上のプロセスに関する推奨事項」に示されたウェブアクセシビリティ方針を作成しま

す。

(1)必ず記載すべき事項

a)対象範囲

b)目標を達成する期限

c)目標とする適合レベルと対応度

運用ガイドライン P59
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c)目標とする適合レベルと対応度

d)例外事項（ある場合）

e)追加する達成基準（ある場合）

(2)記載するのが望ましい事項

a)担当部署名

b)現時点で把握している問題点及びその対応に関する考え方

c)試験結果へのリンク

※運用ガイドラインでは、上記（１）～（２）の実施方法と注意点について、より詳細に説明されている（Ｐ５９～６０）



ウェブアクセシビリティ方針の公開

5.3.7. ウェブアクセシビリティ方針の公開

「5.3.6.ウェブアクセシビリティ方針の作成」で作成したウェブアクセシビリティ方針を対象とするホームページ等で公開します。

ウェブアプリケーション等ではマニュアル、パッケージ等に表記します。

運用ガイドライン P61

ウェブアクセシビリティ方針公開の例（東京都武蔵野市 運用ガイドラインＰ６１より転載）
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6.取組の実行
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「ウェブアクセシビリティ方針」を実現するための取組

運用ガイドライン P63
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団体内で使用するガイドラインの策定・更新

(1)ガイドラインの策定

各団体の掲載コンテンツの特徴やページ作成ソフトなど運用の条件に基づき、ウェブアクセシビリティ対応の方針や対応の重要性、

作成のルールなどをガイドラインにまとめます。

ホームページ等の作成のルールについて、自らがウェブアクセシビリティ方針で対応することと決定したJIS X 8341-3:2016の達成基

準を網羅するように作成します。具体的な方法、基準をWCAG 2.0達成方法集に基づき設定し記載します。

(2) 団体内での周知

策定したガイドラインは、団体内でのホームページ等の作成のルールと位置付け運用します。

原稿の作成、ページの作成・更新、公開承認などホームページ等の運用に携わる職員に、職員研修等を通じてガイドラインの内容

運用ガイドライン P64,67
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原稿の作成、ページの作成・更新、公開承認などホームページ等の運用に携わる職員に、職員研修等を通じてガイドラインの内容

を周知します。なお、職員研修等を実施する場合は、人事異動直後のタイミング等を勘案し、年１回以上実施します。

(3)ガイドラインの見直し

ホームページ等の閲覧環境やページ作成の技術が変化することを踏まえ、1年に1回程度を目安に、ガイドラインの見直しを行うこと

について、ガイドラインに明記し運用します。

【参考】WCAG2.0達成方法集

W3Cが公開しているTechniques for WCAG 2.0の日本語訳

http://waic.jp/docs/wcag2/techs.html

【事例 群馬県】 過去5年にわたり、試験とホームページ全体の機械的な検証に基づく改善を実施 運用ガイドライン P75

【事例 神奈川県平塚市】 公開している約8,000ページをページ単位で確認し修正 運用ガイドライン P81



職員研修

(1) ウェブアクセシビリティ対応の基盤となる取組

一般的に公的機関では、ホームページ等の更新に多くの部署の職員が携わっており、また、定期的に職員の異動が行われます。

このような体制で運用されるホームページ等ではウェブアクセシビリティを確保・維持・向上するためには、それに携わる職員にウェブ

アクセシビリティの重要性、具体的な対応方法について理解してもらうことが不可欠です。そこで、職員研修を継続して実施すること

により理解を広めること、深めることが極めて重要です。

ポイント！

アクセシビリティチェック機能を備えたCMS（コンテンツ・マネジメント・システム）を導入し
ている場合でも、ページ作成を行う各職員が目視等により確認しなければならない事項が数多く

運用ガイドライン P68
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ている場合でも、ページ作成を行う各職員が目視等により確認しなければならない事項が数多く
ありますので、CMSの操作を理解するための研修とは別に、ウェブアクセシビリティの研修を実
施することが必要です。

ポイント！

公開しているページの改善を実施する場合は、改善すべき問題の内容や箇所及び改善方法をでき
るだけ具体的に職員に示し、詳しく解説を行うことが有効です。また、可能であれば、実際に修
正対応を参加者に体験させる等の実践型の研修が効果的です。

【事例 東京都文京区】 8年間、職員研修による意識向上とホームページ改善の取組を継続

【事例 宮城県】 県職員と県下の自治体を対象にしたウェブアクセシビリティ研修の取組

運用ガイドライン P70

運用ガイドライン P71



検証

6.2.3. 検証

以下に(1)から(3)の方法等により、ウェブアクセシビリティの対応状況を確認し改善すべき事項を洗い出し改善の取組につなげます。

継続的に検証を実施し、ウェブアクセシビリティの確保・維持・向上を図ることが重要です。

(1)人による詳細な確認

(2)チェックツールによる確認等

(3)利用者の使用しているソフト等を用い確認

※運用ガイドラインでは、上記（１）～（３）の実施方法と注意点について、より詳細に説明されている（Ｐ７２～７４）

運用ガイドライン P72
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※運用ガイドラインでは、上記（１）～（３）の実施方法と注意点について、より詳細に説明されている（Ｐ７２～７４）

【事例 群馬県】 過去5年にわたり、試験とホームページ全体の機械的な検証に基づく改善を実施 運用ガイドライン P75



ユーザー評価

6.2.4. ユーザー評価

利用者（ユーザー）にホームページ等を実際に閲覧・操作してもらうことによって、問題点を把握する取組をユーザー評価と言いま

す。

(1) ユーザー評価の効果

ユーザー評価を実施することによって、利用者がホームページ等で提供されている情報・機能を知覚できるか、操作できるか、理解

できるかを確認することが必要です。

地方公共団体においては、職員が発信する情報の対象者は、多くの場合その地域の住民です。実際に、情報の受け手である地域

住民から評価を得、適切な情報発信となっているかどうかを確認するためにも、ユーザー評価を実施することが有効です。

運用ガイドライン P76
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住民から評価を得、適切な情報発信となっているかどうかを確認するためにも、ユーザー評価を実施することが有効です。

ポイント！

一過性の取組で終わることなく、継続的に実際の利用者の評価を得て、問題点を確認したり、そ
の改善方法について意見交換を行ったりするなどにより、利用者とともにウェブアクセシビリ
ティの確保・維持・向上を目指すことが重要です。そのためにも高齢者や障害者をはじめとする
ユーザーと連絡を密にする等、信頼関係を構築しておくことが必要です。

【事例 東京都杉並区】 ユーザー評価、運用会議等を通じてアクセシビリティを高める

※運用ガイドラインでは、ユーザー評価の実施方法と注意点について、より詳細に説明されている（Ｐ７６，７７）

運用ガイドライン P78



改善

6.2.5. 改善

検証、ユーザー評価で確認できた問題点に基づき、各団体で作成し公開しているページのウェブアクセシビリティを改善します。

(1) 問題点の種別

検証、ユーザー評価で確認した問題点について、対象範囲、箇所数、改善の難易度等の観点から、誰が、いつ、どのように、どの程

度の期間で改善を行うかを検討します。

(2) 改善対応

上記の種別に基づき、即座に対応するもの、年度内に対応するもの等について、改善の取組を実施します。翌年度以降に対応する

運用ガイドライン P79
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こととしたものについて、課題として管理し適切に引き継ぎを行います。

ポイント！

原課の職員を含めて改善対応を分担する場合は、改善を行う内容、対応すべきページ、発生箇所
等についてリスト化する等で各職員の作業を明確にし、具体的な作業として依頼することが重要
です。

【例】

多岐にわたる問題点の中から、改善対応を行うテーマを絞り込む
チェックツール等を用いて、発生箇所等を特定できる問題点から取り組む

【事例 神奈川県平塚市】 公開している約8,000ページをページ単位で確認し修正

【事例 大阪府豊中市】 高齢者・障害者による検証結果に基づきホームページを改善

運用ガイドライン P81

運用ガイドライン P82



日々の運用における取組

6.3.1.ページ作成時の対応

新たなページを作成するとき、又は既存のページを更新するときに、「6.1.団体内で使用するガイドラインの策定」で策定するガイドラ

インに基づいてウェブアクセシビリティに対応します。

次ページ以降では、公的機関のホームページ等においてウェブアクセシビリティを推進していく過程で、どのように対応したら良いか

特に問題となることの多い事例を取り上げ、対応時の注意点等を解説します。

(1) 施設や避難所への道順等の案内をする際にどのような注意をしたら良いか

(2) 模式図やグラフにどのように代替情報を用意したら良いか

運用ガイドライン P84
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(2) 模式図やグラフにどのように代替情報を用意したら良いか

(3) 表を掲載する際にどのような注意をしたら良いか

(4)  PDFを掲載する場合にどのようなことに注意したら良いか

(5) 動画を提供する場合にどのようなことに注意したら良いか

※運用ガイドラインでは、上記（１）～（５）の注意点について、より詳細に説明されている（Ｐ８４～９６）



日々の運用における取組

6.3.2. 公開前のチェック

ページの公開前に、ガイドラインに基づいてウェブアクセシビリティ対応の不備の有無についてチェックします。

運用ガイドライン P97

注意点！

チェックツールやCMSのチェック機能は、全体的な傾向を把握する際には有効ですが、すべてを
機械的に判定することはできません。JIS X 8341-3:2016の要件を網羅した確認を行うため
に、人による判断も併せて実施する必要があります。
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【事例 東京都武蔵野市】 ホームページ所管部署がチェックの上で公開しアクセシビリティを確保 運用ガイドライン P99



日々の運用における取組

6.3.3. 利用者の意見収集と対応

障害者・高齢者等の意見を積極的に収集するよう努め、問題の指摘や改善要望があった場合に速やかに対応します。

(1)意見収集

ホームページ等に問い合せ先を掲載する、意見投稿用のフォームを設けるなどし、利用者の意見を積極的に収集するよう努めます。

(2)意見への対応

障害者等から、各団体のホームページ等のウェブアクセシビリティに関して改善の要望があった場合には、障害者差別解消法に基

づき対応を行う必要があります。

なお、公的機関が取組の対象から除外しているページなどがある場合も、障害者が実際にウェブアクセシビリティの問題に直面し、

障壁の除去の要望を申し出た場合に、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者差別解消法に基づき合理的配慮の提供が

運用ガイドライン P100
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障壁の除去の要望を申し出た場合に、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者差別解消法に基づき合理的配慮の提供が

求められます。

改善の要望に対して、ホームページ等の改善を即座に行うことが困難な場合等は、要望した当事者と必要に応じて協議を行うことな

どにより要望の内容を確認し、ホームページ以外の方法で情報を提供するなどの対処も含めて、できる限りの最善の対応を行うこと

が必要です。

改善の要望があった箇所の改善等の対応を行うとともに、同様の問題が各団体のホームページ等の他の箇所でも生じないように、

ホームページ等の全体の改善計画へ反映し、可能な限り速やかに改善を図ります。



外部発注等における取組

6.4. 外部発注等における取組

ホームページ等の新規構築を行う際、又は再構築（リニューアル）等を行う際にも、ウェブアクセシビリティの対応に取り組むことが重

要です。外部発注の準備から、外部発注の実施、プロジェクトの実施、検収といった一連の作業において、ウェブアクセシビリティの

対応が適切に行われるように計画し実行します。

注意点！

外部発注の準備（仕様書の作成を含む）、プロジェクトの進行、検収等が適切に行われない場
合、ウェブアクセシビリティに問題のあるホームページ等が構築されるおそれがあります。

アクセシビリティの確保や改善について仕様書で具体的に要件を示す、プロジェクトの進行過程

運用ガイドライン P102
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アクセシビリティの確保や改善について仕様書で具体的に要件を示す、プロジェクトの進行過程
で十分な検証を行った上で検収する、といった対応を実行しアクセシビリティの確保を実現する
ことは、発注者である公的機関の責任です。



外部発注等における取組の全体像

■実施前の準備（事業者選定まで）

(1)ウェブアクセシビリティ方針の検討（P.105参照）

JIS X 8341-3:2016に基づき、目標とする適合レベル、適用する達成基準の設定を行います。また、達成方法（JIS X 8341-3:2016の

達成基準を満たすための具体的な制作方法のこと）の設定手順を選択し、実施します。

(2) 仕様書の作成（P.108参照）

仕様書において、アクセシビリティの確保に関し、受注者（構築を請け負う事業者。以下、事業者と記載。）に求める対応を明確に示

します。

運用ガイドライン P103
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ウェブアクセシビリティ基盤委員会の「JIS X 8341-3:2016対応発注ガイドライン」において、仕様書に記載すべき項目と内容について

の解説、良い例と悪い例が示されています。

(3) 事業者の選定（P.109参照）

アクセシビリティ対応の意識が高く、JIS X 8341-3:2016に関して適切な知識を有する事業者を選定します。

注意点！

ホームページ等の構築（再構築）、CMS（コンテンツ管理システム）の導入（入れ替え）等の実
施においては、その業務を委託する事業者を選定する前に、十分な時間をかけて適切な準備を行
う必要があります。

※運用ガイドラインでは、上記（１）～（３）の個々の取組内容と注意点についてより詳細に説明されている（Ｐ１０５～１１０）



外部発注等における取組の全体像

■構築（再構築）プロジェクト（事業者選定後）

(1) 達成方法の確認と構築作業の実施（P.111参照）

仕様書に基づき具体的な達成方法を確認した上で、構築を実施します。

(2) 複数段階での検証の実施（P.111参照）

仕様書の示す要件に基づき、構築工程の複数の段階で、アクセシビリティを検証します。

(3) 試験の実施（P.112参照）

JIS X 8341-3:2016に基づく試験を実施し、アクセシビリティを確保していることを確認します。

運用ガイドライン P103
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JIS X 8341-3:2016に基づく試験を実施し、アクセシビリティを確保していることを確認します。

(4) 検収（P.112参照）

JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果を確認した上で検収します。

※運用ガイドラインでは、上記（１）～（４）の個々の取組内容と注意点について、より詳細に説明されている（Ｐ１１１，１１２）

【事例 千葉県我孫子市】 リニューアルに先立ち掲載が不要なページ大幅削減を実施

【事例 神奈川県川崎市】 3か年にわたる取組により、ホームページ全体のアクセシビリティを高める
リニューアルを実施

運用ガイドライン P114

運用ガイドライン P115



CMS（コンテンツ・マネジメント・システム）の導入における注意点

6.4.4. CMS（コンテンツ・マネジメント・システム）の導入における注意点

CMSとは、ページの作成や公開・削除等を支援するシステムの総称です。テンプレート（HTML・CSSのひな形）を活用することなどに

より、ホームページ全体での一貫したレイアウトやリンク表記などの実現に効果があります。また、作成時等にアクセシビリティのチェッ

クを行う機能を備えたシステムも提供されています。

CMSの導入においては、管理対象とするページの設定、旧ホームページから新ホームページへの移し替え（コンテンツ移行）の実

施内容等が不適切なことが原因で、CMSの機能を効果的に活用できていない事例があります。事業者選定前に各団体の方針を十

分に検討し、仕様書において事業者に求める実施内容を具体的に明記してください。

【例】

運用ガイドライン P113運用ガイドライン P113
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• 既存ページのうち一部のみをCMS管理下としたため、ホームページの大部分においてCMSのアクセシビリティチェック機能等を活

用することができない。

• 既存ページの移し替え（コンテンツ移行）をする際に、アクセシビリティに問題のあるページのHTMLをコピー＆ペーストしたため、

新しいページに問題を引き継いでしまった。

また、ページ作成にCMSを用いる場合も、CMSの機能に頼るだけでは十分なウェブアクセシビリティを確保することはできません。

ウェブアクセシビリティを確保するためにはページの作成者に求められる判断や対応があるため、職員の意識向上や知識習得のた

めの研修等を実施することが極めて重要です。（例：画像に対する代替テキストの内容を、作成者が原稿の内容を踏まえて指定しな

いと、音声読み上げソフトの利用者等に情報が適切に伝わらない。）



外部サービスを活用した情報発信における取組

6.5. 外部サービスを活用した情報発信における取組

公的機関が、ソーシャルメディア、動画配信サービス、地図情報サービス、検索サービス、ウェブアンケートシステムなど、事業者等が

提供する外部サービスを活用し、情報発信を行ったり、アンケートや予約登録等のサービスを提供したりする場合があります。

このような場合も、各団体が作成し運用するものは全てウェブアクセシビリティの対応が求められます。

【事例】

• 外部の地図サービスを掲載することに加えて、テキストでアクセス情報を丁寧に記載したり、手作りの地図を併せて掲載する。

注意点！

運用ガイドライン P116
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注意点！

外部サービスを活用し、各団体が情報発信を行ったりサービスを提供したりするウェブコンテン
ツは、JIS X 8341-3:2016に基づくウェブアクセシビリティ確保が求められる対象です。

JIS X 8341-3:2016の「5.3 部分適合に関する記述－第三者によるコンテンツ」は、各団体が
制作し公開した後にコンテンツの変化を制御できないものを想定した要求事項であり、「外部
サービスを利用したコンテンツ」であることを理由に「第三者によるコンテンツ」として例外扱
いする対応は誤りです。

※運用ガイドラインには、外部サービスを活用した情報発信の実施方法と注意点について、より詳細に説明されて
いる（Ｐ１１６～１１９）



７.取組内容及び実現内容の確認
と公開
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目的

運用ガイドラインに基づいたウェブアクセシビリティ確保・維持・向上のための

取組について、1年に1回、各団体の取組内容を確認し、確認結果を各団体の取組対象とな

るホームページ等で公開する。
ウェブアクセシビリティ方針の策定と公開 ［5］

取組対象の把握と設定 ［5.1］

ウェブアクセシビリティ対応状況の確認 ［5.2］

ウェブアクセシビリティ方針の策定と公開 ［5.3］

取組の実行 ［6］

７.取組内容及び実現内容の確認と公開

運用ガイドライン P122
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取組の実行 ［6］

団体内で使用するガイドラインの策定 ［6.1］

ページ作成時の対応
［6.3.1］

公開前のチェック ［6.3.2］

利用者の意見収集と対応
［6.3.3］

検証 ［6.2.3］

ユーザー評価 ［6.2.4］

ガイドラインの更新
［6.2.1］

日々の運用における取組
［6.3］

職員研修 ［6.2.2］

外部発注等に
おける取組
［6.4］

取組内容及び実現内容の確認と公開 ［7］

ウェブアクセシビリティの実現内容の確認（試験）と公開 ［7.2］

運用ガイドラインに基づいた取組内容の確認と公開 ［7.1］

ウェブアクセシビリティ方針の見直しと公開 ［8］

対象範囲の再設定 ［8.1］

目標とする適合レベルと対応度、期限の再設定 ［8.2］

見直し後のウェブアクセシビリティ方針の公開 ［8.3］

1年に1回
実施

計画期間に
応じて実施

改善 ［6.2.5］

年度ごとに計画し実行
する取組 ［6.2］

外部サービス
を活用した情
報発信におけ
る取組 ［6.5］



(1) Ａ．団体全体としての取組確認・評価シート

団体によっては、公式ホームページと呼ばれる各団体の中心的なホームページと別に、観

光用サイト、イベント用サイト等を運営（外部委託を含む）されているところがあります。

また、公式ホームページの内容をスマートフォンで閲覧するためのスマートフォン向けサ

運用ガイドライン P122

７.取組内容及び実現内容の確認と公開

7.1.2. 取組確認・評価シートごとの対象及び使い方

7.1. 運用ガイドラインに基づいた取組内容の確認と公開
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また、公式ホームページの内容をスマートフォンで閲覧するためのスマートフォン向けサ

イトを公式ホームページとは別に運営している場合があります。各団体に求められるアク

セシビリティ対応の対象は、公式ホームページだけではなく各団体が運営あるいは運営を委託

している全てのホームページ等です。（「5.1.取組対象の把握と設定」（P.46）参照）

「団体全体としての取組確認・評価シート」は、各団体におけるすべての取組対象の実

態を団体全体として確認・評価するためのものです。なお、例えばPC向けの公式ホーム
ページのみが対象となる団体はそれを取組対象全体として確認・評価してください。



団体全体としての取組確認・評価シート

小計 中計

対象の把握 5.1. 団体全体としてアクセシビリ
ティ対応の対象となるコンテ
ンツを把握していない

公式ホームページの管理
運営担当部署として分かる
範囲でリスト化している

過去に団体全体としてアクセ
シビリティ対応の対象となるコ
ンテンツを洗い出し把握したこ
とがある

団体全体として定期的にアク
セシビリティ対応の対象とな
るコンテンツを洗い出し把握し
ている

団体全体として定期的にアク
セシビリティ対応の対象とな
るコンテンツを一般に公開し
ない職員向けのものも含めて
洗い出し把握している

広報課に通知がな
く、公式ホームページ
からのリンクがないも
のは、把握が出来て
いない

1

団体として統一したガイドラ
インの策定

6.1. 団体内で使用するガイドライ
ンを策定していない

団体内で使用するガイドラ
インを策定している

団体内で使用するガイドライ
ンを、ウェブアクセシビリティ方
針で目標としている達成基準
を網羅し策定している

団体内で使用するガイドライ
ンを策定しており、最新のJIS
X 8341-3に対応している

最新のJIS X 8341-3に対応
するとともに毎年アクセシビリ
ティに関するガイドラインを確
認し、必要に応じて見直して
いる

1

公式ホームページ（公式
ホームページのスマートフォ

5.1.
5.2.

ウェブアクセシビリティ方針の
策定・公開を行っていない

ウェブアクセシビリティ方針を
策定したが公開していない

全HTMLを対象としてウェブ
アクセシビリティ方針を策

全HTMLを対象としてウェブア
クセシビリティ方針を策定・公

ＰＤＦ等を含む全コンテンツを
対象としてウェブアクセシビリ

基本的
対応の
徹底

2 8

段階的
拡大

運用モデ

ル項番
0点 1点 2点 3点 4点 備考

ポイント集計欄 満点
ポイント

７.取組内容及び実現内容の確認と公開

運用ガイドライン P123
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ホームページのスマートフォ
ン向けサイトを含む）

5.2.
5.3.

策定・公開を行っていない 策定したが公開していない アクセシビリティ方針を策
定・公開し取り組んでいる

クセシビリティ方針を策定・公
開し、方針の見直しを行いな
がら取り組んでいる

対象としてウェブアクセシビリ
ティ方針を策定・公開し、方針
の見直しを行いながら取り組
んでいる

2

公式ホームページ以外のサ
イト等（関連サイト／ウェブア
プリケーション、ウェブシステ
ム／スマートフォン向けサイ
ト／携帯電話向けサイト等）

5.1.
5.2.
5.3.

ウェブアクセシビリティ方針の
策定・公開を行っていない

ウェブアクセシビリティ方針
を策定している対象がある
が、公開はしていない

対象の半数以上についてウェ
ブアクセシビリティ方針を策
定・公開し取り組んでいる

対象のすべてについてウェブ
アクセシビリティ方針を策定・
公開し取り組んでいる

対象のすべてについてウェブ
アクセシビリティ方針を策定・
公開し、方針の見直しを行い
ながら組んでいる 1

民間に管理を委託（指定管
理者による管理等）する施
設等のホームページ等

5.1.
5.2.
5.3.

ウェブアクセシビリティに関す
る取組を行っていない

外部発注の仕様書及び業
者選定において、ウェブア
クセシビリティの確保を求
めている

対象の半数以上についてウェ
ブアクセシビリティ方針を策
定・公開し取り組んでいる

対象のすべてについてウェブ
アクセシビリティ方針を策定・
公開し取り組んでいる

対象のすべてについてウェブ
アクセシビリティ方針を策定・
公開し、方針の見直しを行い
ながら組んでいる

1

合計 6 20

拡大

4 12



注意点！

・「対象の把握」の対象とは、各団体が管理、運営しているPC向けの公式ホーム

ページの他、観光用サイトやイベント用サイト、PC用とは別に管理しているス

マートフォン向けサイト、また指定管理者を含む外部事業者に委託して公開して

いるウェブコンテンツ等をすべて含むものです。

７.取組内容及び実現内容の確認と公開

運用ガイドライン P123
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いるウェブコンテンツ等をすべて含むものです。

・ 議会、教育委員会、図書館、外郭団体等の関係機関のホームページについて

は、各団体の事情を踏まえ、団体全体としての確認・評価の対象とするか、別組

織と位置付けて別途確認・評価を実施するか判断してください。



個々のホームページ等取組確認・評価シート

小計 中計

ガイドライン 6.2.1 団体として策定した共通のガイ
ドラインがない、或いはガイドラ
インがあるかどうかわからない

団体として策定した共通のガイ
ドラインの存在は知っているが
活用していない

団体として策定した共通のガイ
ドラインを一部活用している

団体として策定した共通の
ガイドラインに則って運用し
ている

団体として策定した共通のガイ
ドラインに則って運用するととも
に、ガイドラインの見直すべき
点を洗い出し、見直しに参加し
ている

3

職員研修 6.2.2 過去3年以内にアクセシビリ
ティに関する職員研修を実施し
ていない、又は参加していない

過去3年以内にアクセシビリ
ティに関する職員研修を実施、
又は参加した

過去2年以内にアクセシビリ
ティに関する職員研修を実施、
又は参加した

過去1年以内にアクセシビリ
ティに関する職員研修を実
施、又は参加した

毎年アクセシビリティに関する
職員研修を実施、又は参加し
ており、来年度以降も継続する
予定である

3

検証 6.2.3 過去3年以内にアクセシビリ
ティに関する検証を実施し問題
点を把握していない

過去3年以内にアクセシビリ
ティに関する検証を実施し問題
点を把握した

過去2年以内にアクセシビリ
ティに関する検証を実施し問
題点を把握した

過去1年以内にアクセシビリ
ティに関する検証を実施し問題
点を把握した

毎年アクセシビリティに関する
検証を実施し問題点を把握し
ており、来年度以降も実施する
予定である

2

改善 6.2.5 過去3年以内に、公開している
ページの改善に取り組んでい
ない

過去3年以内に、公開してい
るページの改善に取り組ん
だ

過去2年以内に、公開している
ページの改善に取り組んだ

過去1年以内に、公開している
ページの改善に取り組んだ

公開しているページの改善に
毎年取り組んでおり、来年度以
降も実施する予定である

1

2点 3点 4点 備考
ポイント集計欄 満点

ポイント

継続性

9 16

運用モデ
ル項番

0点 1点

７.取組内容及び実現内容の確認と公開
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ない だ 降も実施する予定である

取組の実現内容 7.1. 過去3年以内にアクセシビリ
ティに関する取組内容につい
て取組確認・評価表により確
認していない

過去3年以内にアクセシビリ
ティに関する取組内容につい
て取組確認・評価表により確
認し結果をホームページで公
開した

過去2年以内にアクセシビリ
ティに関する取組内容につい
て取組確認・評価表により確
認し結果を各ホームページで
公開した

過去1年以内にアクセシビリ
ティに関する取組内容につ
いて取組確認・評価表により
確認し結果を各ホームペー
ジで公開した

毎年アクセシビリティに関する
取組内容について取組確認・
評価表により確認し、結果を
ホームページで公開しており、
来年度以降も実施する予定で
ある

3

アクセシビリティの
実現内容

7.2. 過去3年以内にアクセシビリ
ティの実現内容について、最新
のJIS X 8341-3に基づく試験
による確認を行っていない

過去3年以内にアクセシビリ
ティの実現内容について、最新
のJIS X 8341-3に基づく試験
により確認し、結果をホーム
ページで公開した

過去2年以内にアクセシビリ
ティの実現内容について、最新
のJIS X 8341-3に基づく試験
により確認し、結果をホーム
ページで公開した

過去1年以内にアクセシビリ
ティの実現内容について、最
新のJIS X 8341-3に基づく
試験により確認し、結果を
ホームページで公開した

毎年アクセシビリティの実現内
容について、最新のJIS X
8341-3に基づく試験により確
認し、結果をホームページで公
開しており、来年度以降も実施
する予定である

3

利用者の意見収集 6.3.3 一般的な意見収集としては取
り組んでいるが、アクセシビリ
ティについて積極的な意見収
集には取り組んでいない

アクセシビリティについて積
極的な意見収集に取り組ん
でいる

複数の手段により、アクセシビ
リティについて特化した意見収
集を継続的に取り組んでいる

複数の手段により、アクセシビ
リティについて特化した意見収
集を継続的に取り組み、ホー
ムページ全体の改善に利用し
ている

－ 1

利用者との協力体
制／ユーザー評価

4.3.7
6.2.4

アクセシビリティを確保・維持・
向上のために、利用者（社会
福祉協議会、当事者団体、支
援団体等を含む）へ協力を求
めたことがない

利用者（社会福祉協議会、
当事者団体、支援団体等を
含む）の声を聴取し、ホーム
ページの改善を行ったことが
ある

継続的にアクセシビリティを
チェックするモニター制度を設
け、ホームページの改善に利
用している

継続的にアクセシビリティを
チェックするモニター制度を設
け、ホームページの改善に利
用している。また、関係部署等
と連携し、利用者のホームペー
ジ閲覧等のスキル向上につな
がる取組を行っている

－ 1

　 　 合計 17 30

利用者との
協調

2 6

実現内容の
確認と公開

6 8



７.取組内容及び実現内容の確認と公開

注意点！

・ 職員研修、検証等の取組について、団体全体の取組に参加することにより成果

が得られた場合は、個々のホームページ等の取組として評価します。

・「取組の実現内容」について、初めて「取組確認・評価表」を用いて取組の確認・

評価を行った年は、3点とします。

運用ガイドライン P124
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評価を行った年は、3点とします。



7.1.3 取組内容確認・評価結果の公開

1年に1回実施する「ウェブアクセシビリティ取組確認・評価表」に基づいた確認・評価結
果を、各団体の公式ホームページ（公式ホームページのスマートフォン向けサイトを含

む）、個々のホームページで公開します。公式ホームページ（公式ホームページのスマー

トフォン向けサイトを含む）では「Ａ．団体全体としての取組確認・評価シート」と

「Ｂ．個々のホームページ等取組確認・評価シート」を用いた確認・評価の結果を公開し

ます。個々のホームページは、「Ｂ．個々のホームページ等取組確認・評価シート」を用

運用ガイドライン P125

７.取組内容及び実現内容の確認と公開
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いて個々のホームページ等について公開します。

1年に1回、各団体が管理、運営するすべてのホームページ等について、取組内容を「ウェ
ブアクセシビリティ取組確認・評価表」に基づいて確認し、公開することで、進捗状況を

可視化します。



７.取組内容及び実現内容の確認と公開

1年に1回、各団体が管理、運営するすべてのホームページ等について、取組内容を「ウェブア
クセシビリティ取組確認・評価表」に基づいて確認し、公開することで、進捗状況を可視化し

ます。

(1) 必ず記載すべき事項

取組内容確認日

団体全体としての取組ポイント数

運用ガイドライン P125
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団体全体としての取組ポイント数

個々のホームページ等の取組ポイント数

団体全体としての取組内容

個々のホームページ等の取組内容

次年度以降の取組予定



７.取組内容及び実現内容の確認と公開

運用ガイドライン P126

（4）団体全体としての取組内容
1) 基本的対応の徹底

対象の把握

：公式ホームページの管理運営担当部署として分かる範囲でリスト化している

団体として統一したガイドラインの策定

：団体内で使用するガイドラインを策定している

（２）取組確認・評価結果公開例
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：団体内で使用するガイドラインを策定している

2) 段階的拡大

公式ホームページ（公式ホームページのスマートフォン向けサイトを含む）

：全HTMLを対象としてウェブアクセシビリティ方針を策定・公開し取り組んでいる

公式ホームページ以外のサイト等

：ウェブアクセシビリティ方針を策定している対象があるが、公開はしていない

民間に管理を委託する施設等のホームページ等

：外部発注の仕様書及び業者選定において、ウェブアクセシビリティの確保を求めている



７.取組内容及び実現内容の確認と公開

運用ガイドライン P126

（5）個々のホームページ等の取組内容
1) 継続性

ガイドライン

：団体として策定した共通のガイドラインに則って運用している

職員研修

：過去1年以内にアクセシビリティに関する職員研修を実施、又は参加した

（２）取組確認・評価結果公開例
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検証

：過去2年以内にアクセシビリティに関する検証を実施し問題点を把握した
改善

：過去3年以内に、公開しているページの改善に取り組んだ



７.取組内容及び実現内容の確認と公開

運用ガイドライン P126

2) 実現内容の確認と公開

取組の実現内容

：過去1年以内にアクセシビリティに関する取組内容について取組確認・評価表により確認し結

果を各ホームページで公開した

アクセシビリティの実現内容

：過去1年以内にアクセシビリティの実現内容について、最新のJIS X 8341-3に基づく試験により

（２）取組確認・評価結果公開例
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確認し、結果をホームページで公開した

3) 利用者との協調

利用者の意見収集

：アクセシビリティについて積極的な意見収集に取り組んでいる

利用者との協力体制／ユーザー評価

：利用者（社会福祉協議会、当事者団体、支援団体等を含む）の声を聴取し、ホームページの改

善を行ったことがある



７.取組内容及び実現内容の確認と公開

運用ガイドライン P127

(6)  次年度以降の取組予定
改善の取組が数年実施されていないため、次年度に改善の取組又は取組計画を立て、2年

以内に改善を実施する

（２）取組確認・評価結果公開例
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７.取組内容及び実現内容の確認と公開

運用ガイドライン P128 

7.2.  ウェブアクセシビリティの実現内容の確認（試験）と公開

ウェブアクセシビリティの実現内容について、1年に1回、JIS X 8341-3:2016に基づく

試験により確認し、結果を各団体ホームページ等で公開します。

試験は、ウェブアクセシビリティ方針で対象としたホームページ等に対して実施します。

複数の対象に別々のウェブアクセシビリティ方針を設定している場合は、対象ごと

64
2016年 総務省「地方公共団体等におけるホームページのバリアフリー化に関する講習会」解説資料

複数の対象に別々のウェブアクセシビリティ方針を設定している場合は、対象ごと

に試験を実施します。



（おさらい）ウェブアクセシビリティ方針

5.3.1. 目指すべきゴール

「5.1.3. ウェブアクセシビリティ方針を策定し取組を実行する単位の設定」で設定した対象ごとに、対象となるホームページ等の全体

について、できる限り速やかに、JIS X 8341-3:2016の適合レベルAA準拠を実現することが求められます。

5.3.2. ウェブアクセシビリティ方針策定の考え方

「5.1.取組対象の把握と設定」及び「5.2.ウェブアクセシビリティの対応状況の確認」で把握した、ウェブアクセシビリティの対応状況、

対象となるページ数、職員の対応工数、費用等を勘案し、以下の3点について、現実的かつできるだけ高い目標を設定します。

(1)対象範囲 （P.54参照）

(2)期限 （P.55参照）

運用ガイドライン P53
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(2)期限 （P.55参照）

(3)適合レベルと対応度 （P.55参照）

「5.3.1目指すべきゴール」に示す内容を策定することが現実的でない場合は、対象範囲、期限、適合レベルと対応度について段階

的に取り組む方針とします。



７.取組内容及び実現内容の確認と公開

運用ガイドライン P128
7.2.1. 試験の実施

「試験」とは、各団体で策定・公開したウェブアクセシビリティ方針に基づき、対象としたページが、JIS X 8341-
3:2016に対応できているか（適用される達成基準に関し、目標として設定した対応度に適合しているか）を確認する
ことです。

試験は、個別のページに対して実施する方法（ウェブページ単位）と、多数のページで構成されるホームページ等に対して実

施する方法（ウェブページ一式単位）とがあります。

ウェブアクセシビリティ基盤委員会の「JIS X 8341-3:2016 試験実施ガイドライン」では、総ページ数が100ページ
を超えるホームページ等に対して実施する場合に、ウェブページ一式単位により実施する方法を用い、「ホームペー
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を超えるホームページ等に対して実施する場合に、ウェブページ一式単位により実施する方法を用い、「ホームペー

ジ等を代表するページ」と「無作為（ランダム）に選択したページ」とを併せて選択し試験を行うことが推奨されて

います。

【例】

ホームページ等（ウェブページ一式）を代表するページを、JIS X 8341-3:2016「附属書JB（参考）試験方法」
に基づいて10ページ選定（災害時の緊急情報を伝えるページや高齢者・障害者の閲覧が多いページ等、重要な
ページが確認対象から漏れないよう考慮）

無作為（ランダム）に選択するページを、30ページ選定

合計40ページを対象に実施する



７.取組内容及び実現内容の確認と公開

運用ガイドライン P128
7.2.1. 試験の実施

試験はアクセシビリティチェックツール等で機械的に点検できる項目と、アクセシビリティや JIS 

X 8341-3:2016を十分理解した上で人の確認作業が必要な項目があります。アクセシビリ

ティチェックツールだけでは全てを試験することができない点に注意してください。
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７.取組内容及び実現内容の確認と公開

運用ガイドライン P129

ポイント！

専門性、客観性の観点から、ウェブアクセシビリティの試験の実施について、JIS 

X8341-3:2016について十分な知識を有する第三者に依頼することについて

68
2016年 総務省「地方公共団体等におけるホームページのバリアフリー化に関する講習会」解説資料

検討します。この場合、単に試験結果を求めるだけでなく、ウェブアクセシビリティ

が不十分である項目（部分）の具体的な改善方法についても求めることが有効で

す。



７.取組内容及び実現内容の確認と公開

運用ガイドライン P1307.2.2. 試験結果の公開

試験を行った結果について、試験対象のホームページ等において公開します。試験結果に

記載すべき内容について、JIS X 8341-3:2016「附属書JB（参考）試験方法」を参照し
てください。

試験結果公表の例（神奈川県平塚市 運用ガイドラインＰ１３０より転載）
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８.ウェブアクセシビリ
ティ方針の見直しと公開

70



取組の全体像
ウェブアクセシビリティ方針の策定と公開 ［5］

取組対象の把握と設定 ［5.1］

ウェブアクセシビリティ対応状況の確認 ［5.2］

ウェブアクセシビリティ方針の策定と公開 ［5.3］

取組の実行 ［6］

団体内で使用するガイドラインの策定 ［6.1］

ページ作成時の対応
［6.3.1］

ガイドラインの更新
［6.2.1］

日々の運用における取組
［6.3］

外部発注等に
おける取組
［6.4］

年度ごとに計画し実行
する取組 ［6.2］

外部サービス
を活用した情
報発信におけ
る取組 ［6.5］

運用ガイドライン P132

8.ウェブアクセシビリティ方針の見直しと公開
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［6.3.1］

公開前のチェック ［6.3.2］

利用者の意見収集と対応
［6.3.3］

検証 ［6.2.3］

ユーザー評価 ［6.2.4］

［6.2.1］

職員研修 ［6.2.2］

取組内容及び実現内容の確認と公開 ［7］

ウェブアクセシビリティの実現内容の確認（試験）と公開 ［7.2］

運用ガイドラインに基づいた取組内容の確認と公開 ［7.1］

ウェブアクセシビリティ方針の見直しと公開 ［8］

対象範囲の再設定 ［8.1］

目標とする適合レベルと対応度、期限の再設定 ［8.2］

見直し後のウェブアクセシビリティ方針の公開 ［8.3］

1年に1回
実施

計画期間に
応じて実施

改善 ［6.2.5］



運用ガイドライン P133

8.2.目標とする適合レベルと対応度、期限の再設定

目標とする適合レベル（P.55参照）と対応度（P.58参照）、期限の見直しを行います。

(1) 期限内に目標とするレベルを実現できた場合

期限内にレベルAA準拠を実現できた場合は、そのレベルを維持することを目標としま
す。期限を１年後に再設定し、その段階でレベルAA準拠を再度実現していることを目標
とし取り組みます。

8.ウェブアクセシビリティ方針の見直しと公開
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期限内に目標としたレベル（A一部準拠、A準拠、AA一部準拠）を実現できた場合は、
レベルAA準拠が求められていることを踏まえ、目標とするレベルを高くすることができ
ないか検討します。

より高いレベルを設定できる場合は、その実現を目指す期限を改めて設定します。

実現したレベルを維持することを目標とする場合は、期限を１年後に再設定し、その

段階で目標とするレベルを再度実現していることを目標とし取り組みます。

今後１年間でレベルの向上を目指す箇所を明確化し目標とし取り組みます。



運用ガイドライン P133

(2) 期限内に目標とするレベルを実現できなかった場合

目標とするレベルと対応度、期限を改めて設定し取り組みます。なお、実現できなかっ

た理由を明らかにしてその改善等を検討した上で、実現できなかった項目（部分）全体

の実現を原則としつつも段階的な取組が必要と判断できる場合は、優先順位とその実現

期限を検討しウェブアクセシビリティ方針に反映させます。

8.ウェブアクセシビリティ方針の見直しと公開
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期限を検討しウェブアクセシビリティ方針に反映させます。

※運用ガイドラインでは、ウェブアクセシビリティ方針の見直しの例として神戸市を紹介している（Ｐ１３４）



みんなのアクセシビリティ評価ツール「miChecker（エムアイチェッカー）」

「みんなのアクセシビリティ評価ツール miChecker（エムアイチェッカー）」は、JIS X 8341-3:2016に基づくウェブアクセシビリティ対応

の取組を支援するために、総務省が開発し、提供するアクセシビリティ評価ツールです。

9.2.4.  入手方法

• miCheckerは総務省のホームページからダウンロード可能です。

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/b_free/michecker.html

運用ガイドライン P138
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確認
：取組を計画する際の重要事項

75



1. 1日でも早く、着手する
【2017年度末期限】

2. 全てのページが対象

3.

運用ガイドライン P34

運用ガイドライン P54

取組を計画する際の重要事項

3. 全てのウェブサイトが対象

4. 数年先までの取組を計画する

5. 継続的に取組を積み重ねる

76

運用ガイドライン P46

運用ガイドライン P39

運用ガイドライン P39



お問合せ

●総務省「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に関するお問合せ

総務省情報流通行政局情報通信利用促進課（担当：山本）

電話：03-5253-5743 FAX：03-5253-5752
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（参考）全国地方公共団体の
ウェブアクセシビリティ対応の
現状 調査結果データ
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地域別傾向

他地域との比較すると、東北、四国、九州、沖縄地方に問題が多い傾向がみられる。

【1割以上のページに問題のある団体の割合/地域別】

57.1%57.9%
61.7%

53.3%

48.7%

59.7%

55.1%

68.0%

62.5%

71.4%

60%

80%
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34.2%

46.8%

23.8%

35.6%

20.5%

30.6%

35.7%

27.5%

40.0%

47.7%46.3%
48.7%

41.7%

2.6% 4.3%
7.9%

4.4%
0.0%

2.8% 3.1% 2.9% 4.0%
0.8%

7.1%

0%

20%

40%

北海道

(n=38)
東北

(n=94)
関東

(n=240)
信越

(n=45)
北陸

(n=39)
東海

(n=108)
近畿

(n=129)
中国

(n=69)
四国

(n=50)
九州

(n=128)
沖縄

(n=14)

代替テキスト 大見出し ページタイトル



自治体種別傾向

【1割以上のページに問題のある団体の割合/自治体種別】

どの自治体種別でも、問題の多い団体がある。

町村は、都道府県や市などと比較して問題の多い団体の割合が高い。

56.4%53.2% 53.2%

71.3%

60%

80%
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21.3%
25.0%

13.0%

33.0%
40.0%

34.8%

6.4%
0.0% 0.0%

4.2% 4.3%

0%

20%

40%

都道府県(n=47) 政令市(n=20) 特別区(n=23) その他の市(n=770) 町村(n=94)

代替テキスト 大見出し ページタイトル



ページ数（HTMLファイル数）別傾向

【1割以上のページに問題のある団体の割合/ページ数（HTMLファイル数）別】

ページ数の規模にかかわらず、問題の多い団体がある。

必ずしもページ数の多い団体ほど問題が多いというわけではない。

53.6%
59.1%

54.3%
48.6%

51.2%

58.3%

80.0%

60%

80%
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44.8%

34.1% 33.3%
27.9% 29.3%

20.8%

40.0%

48.6%

1.7% 2.0%
5.8% 7.2%

2.4% 4.2%
0.0%

0%

20%

40%

2千5百未満
(n=181)

2千5百以上
5千未満
(n=252)

5千以上
1万未満
(n=243)

1万以上
3万未満
(n=208)

3万以上
5万未満
(n=41)

5万以上
10万未満
(n=24)

10万以上
(n=5)

代替テキスト 大見出し ページタイトル


